
種

類

酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

能

力

直
径
二
三
・
六
イ
ン
チ
円
形
ワ
ー
ク
対
応

一
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

令
六
・
九
・
一
七

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
六
・
一
〇
・
一
五

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
六
・
一
〇
・
一
六

使

用

時

間

間

隔

間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

①

〇
・
〇
〇
八
六

〇
・
〇
〇
八
六

②

九
・
七

二
六
・
四

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

①

一
〇
・
七

一
〇
・
七

②

八
・
一
〜
八
・
五

八
・
八

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

①

―

―

②

―

―

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

①
一
、
四
〇
〇

一
、
四
〇
〇

②

二
五

二
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

①

一

一

②

一

一

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

①
九
、
九
〇
〇

九
、
九
〇
〇

②

四
六

四
六

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

①

〇
・
一
五

〇
・
一
五

②

〇
・
〇
一

〇
・
〇
一

告

示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

指
定
予
定
保
安
林
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

中
津
市
大
字
田
尻
崎
十

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

櫻

井

隆

好

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

中
津
市
大
字
田
尻
崎
十

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

中
津
工
場

３

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
五
号

酸
又

は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

目

次

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
三
二
号

八

月

六

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物

及
び

硝

酸

化

合

物

㎎
／
Ｌ

①
九
、
八
〇
〇

九
、
八
〇
〇

②

四
四

四
四

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

㎎
／
Ｌ

①

一
・
三

一
・
三

②

三
六

三
六

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
①
産
業
廃
棄
物
と
し
て
外
部
委
託
処
理

②
特
定
事
業
場
内
の
排
水
処
理
設
備
で
処
理

種

類

生
物
化
学
的
処
理

処

理

方

式

生
物
処
理
＋
凝
集
式
沈
殿

能

力

一
五
㎥
／
時

構

造

コ
ン
ク
リ
ー
ト

主

要

寸

法

縦
六
・
八
ｍ
×
横
一
一
・
〇
ｍ
×
高
さ
四
・
八
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

既
設

工

事

完

成

予

定

年

月

日

既
設

使

用

開

始

予

定

年

月

日

既
設

使

用

時

間

間

隔

連
続

一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

㎥
／
日

一
三
三

一
三
三

二
九
八

二
九
八

汚
水

等
の

汚
染

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八

〜
八
・
六

五
・
八

〜
八
・
六

五
・
八

〜
八
・
六

五
・
八

〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

七
〇

一
〇

一
〇
〇

一
五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

四
〇

八

五
〇

一
三

状
態

の
値

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

三
〇
〇

一
三

四
〇
〇

一
五

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

二
五

二
五

三
〇

三
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

三
・
五

三
・
五

六

六

大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

三
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

四
、
五
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物

及
び

硝

酸

化

合

物

㎎
／
Ｌ

―

五
・
八

―

一
五
・
〇

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

㎎
／
Ｌ

―

〇
・
二

―

〇
・
三

種

類

ダ
イ
キ
浄
化
槽

Ｆ
Ｃ
Ｆ
―
Ｂ
三
型

処

理

方

式

凝
集
剤
添
加
膜
分
離
活
性
汚
泥
方
式

能

力

三
五
〇
人
槽

六
二
㎥
／
日

構

造

Ｆ
Ｒ
Ｐ
製

主

要

寸

法

縦
二
・
五
ｍ
×
横
二
五
・
八
ｍ
×
高
さ
三
・
四
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

既
設

工

事

完

成

予

定

年

月

日

既
設

使

用

開

始

予

定

年

月

日

既
設

使

用

時

間

間

隔

連
続

一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

㎥
／
日

六
二

六
二

六
二

六
二

汚
水

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
〇

〜
八
・
五

六
・
〇

〜
八
・
五

六
・
〇

〜
八
・
五

六
・
〇

〜
八
・
五

４

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
八
月
六
日

二



等
の

汚
染

状
態

の
値

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

一
五
〇

五

一
五
〇

五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

―

六
・
五

―

六
・
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

―

五

―

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

八
〇

二
〇

八
〇

二
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

八

一

八

一

大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

―

三
、
〇
〇
〇

―

三
、
〇
〇
〇

排

水

口

名

第
一
排
水
口

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

一
三
三

二
九
八

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

一
〇

一
五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

八

一
三

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

一
三

一
五

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

二
五

三
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

三
・
五

六

大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

三
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物

及
び

硝

酸

化

合

物

㎎
／
Ｌ

五
・
八

一
五

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

㎎
／
Ｌ

〇
・
二
未
満

〇
・
三

排

水

口

名

第
三
排
水
口

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

六
二

六
二

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
〇
〜
八
・
五

六
・
〇
〜
八
・
五

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

五

五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

六
・
五

六
・
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

五

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

二
〇

二
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

一

一

大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

三
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

排

水

口

名

第
二
排
水
口
及
び
第
四
排
水
口

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量
単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

―

―

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

―

―

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

―

―

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
Ｌ

―

―

浮

遊

物

質

量

㎎
／
Ｌ

―

―

窒

素

含

有

量

㎎
／
Ｌ

―

―

り

ん

含

有

量

㎎
／
Ｌ

―

―

大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

―

―

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

雨
水
排
水
口

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

５

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

令
和
六
年
八
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
中
津
市
役
所

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
八
月
六
日

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

国
東
市
安
岐
町
両
子
字
堀
切
一
六
四
三
番
一
、
一
六
四
三
番
三
、
一
六
四
三
番
四

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

東
部
振
興
局
並
び
に
国
東
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
宇
目
大
字
木
浦
内
字
上
落
水
一
一
八
六
番
、
宇
目
大
字
木
浦
鉱
山
字
瓜
谷
五
二
二
番
一
、
五
二

二
番
二
、
五
二
五
番
、
五
二
六
番
、
五
六
六
番
五
、
五
六
六
番
六
、
五
六
六
番
八
、
五
六
六
番
一
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
上
落
水
一
一
八
六
番
・
字
瓜
谷
五
二
二
番
一
・
五
二
二
番
二
・
五
二
五
番
・
五
二
六
番
・
五
六

六
番
五
・
五
六
六
番
一
一
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地
再

開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

組
合
の
名
称

末
広
町
一
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）
令
和
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
変
更
後
）
令
和
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

大
分
市
末
広
町
一
丁
目
二
番
、
四
番
、
五
番
、
六
番
、
七
番
、
七
番
一
、
八
番
、
九
番
、
十
番
、
十
一

番
三
、
十
二
番
、
十
三
番
、
十
四
番
、
十
五
番
、
十
八
番
、
十
八
番
一
の
一
部
、
十
九
番
、
二
十
番
、
二

十
一
番
、
二
十
二
番
、
二
十
三
番
、
二
十
四
番
一
、
二
十
四
番
二
及
び
二
十
五
番
並
び
に
三
十
四
番
一
及

び
四
十
番
一
の
各
一
部
並
び
に
要
町
千
番
一
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
府
内
町
一
丁
目
一
番
十
五
号
府
内
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
四
〇
一

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
三
月
二
日

六

変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

〇
公

告

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令
和
六
年
八
月
六
日

四



役

名

氏

名

住

所

理

事

佐

藤

正

治

豊
後
大
野
市
清
川
町
六
種
二
七
二
三
番
地
三

監

事

後

藤

和

己

〃

清
川
町
天
神
二
八
一
二
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
明
正
土
地

改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

（
退
任
役
員
）

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

県
立
学
校
児
童
生
徒
・
教
員
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
十
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ミ
カ
サ
商
事
株
式
会
社

大
分
支
店

支
店
長

下

北

圭

介

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
十
九
号
大
分
ソ
フ
ィ
ア
プ
ラ
ザ
ビ
ル
三
階

五

落
札
金
額

八
千
七
百
七
十
四
万
八
千
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
六
月
四
日

令
和
六
年
八
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五


